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12月1日(木)、連合・第89回中央委員会が
開催され、2023春季生活闘争方針が満場一致
で決議されました。
冒頭、連合・芳野会長から「2023闘争でも

『未来づくり春闘』をかかげて取り組む。
未来に向けた第一歩は、賃金も物価も、日本
経済も安定的に上昇する姿へとステージを
えていくことである。変えていくことである。そのスタートは賃上げであり、2023春闘
が、そのうねりを創り出すターニングポイントとなる。」との強い
決意が示されました。
そのうえで、連合に集う仲間全体で取り組む「2023春闘方針」

について、賃金に関する以下の方針が確認されました。

連合芳野会長

2023春闘 第1弾

2023春闘の取り組み内容（賃金について・抜粋）
✓ 各産業の「底上げ」「底支え」「格差是正」の取り組み

強化を促す観点と、すべての働く人の生活を持続的に
維持・向上させる転換点とするマクロの観点から、賃上
げ分を3％程度、定昇相当分（賃金カーブ維持相当分）を
含む賃上げを5％程度とする。


